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乙議案第５号 

   高梁市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 高梁市議会議員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年１２月２１日提出 

提出者 高梁市議会議員  宮 田 公 人   

賛成者    〃     倉 野 嗣 雄   

〃     〃     石 井 聡 美   

 

高梁市条例第  号 

（令和４年  月  日制定）   

   高梁市議会議員定数条例の一部を改正する条例 

 高梁市議会議員定数条例（平成１６年高梁市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 本則中「１８人」を「１６人」に改める。 

 

   附 則（令和４年高梁市条例第  号） 

 この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 

 

     提 案 理 由 

 議員定数を減員するため。 
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（参考）                      高梁市議会議員定数条例新旧対照表 

改正案 現行 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高梁

市議会議員の定数は、16人とする。 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高梁

市議会議員の定数は、18人とする。 

 

 



3 

 

（参考） 

地方自治法（抜すい） 

 

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 

２ 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことがで

きない。 

３～８ 略 


